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１　はじめに

　公共工事は原則的に単年度予算であるほか、工事の内容によっては出水期や冬季に施工できないなどの制

約があり、年間を通じて工事の繁忙期と閑散期ができるため、時期により労働力や建設機械が余ったり逼迫

する不経済が生じている。このため、工事施工量の平準化を図ることにより、労働力や建設機械の効率的利

用を促進し、企業経費の縮減を通じて公共工事のコスト縮減につながることが期待できる。

　平成９年４月に政府が策定した「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」においても、コスト縮減施

策の一つの柱として「公共工事の平準化の推進」が位置づけられ、工事の計画的早期発注やゼロ国債の積極

的活用等の取り組みがなされてきている。しかし、公共工事の平準化の影響等に関する試算はされているも

のの１）２）、平準化の実際の動向を定量的な指標で評価することは十分に行われていないのが現状である。

　このため、本稿では、簡便な２つの手法により公共工事の平準化を表す指標を設定し、国および都道府

県それぞれが発注する公共工事を対象に、その平準化の動向および平均的な改善度について試算を行った。

２　公共工事の平準化の動向

公共工事の平準化の状況を指標化する方法として、簡便性、容易性、妥当性等を考え、以下の２つの手法

を用いた。なお、平準化の動向試算は、いずれも建設省「建設総合統計」のデータを用いて、昭和60年度

～平成10年度の期間を対象とした。。

（１）手法１：各月の施工量の変動率の標準偏差により評価

　手法１による平準化指標(ⅰ)として、各年

度における各月施工量の当該年度平均からの変

動率について、その標準偏差により評価するこ

ととし、以下の式で設定した。
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  pt： t年度における平準化指標(ⅰ)

  a i  t：t年度におけるi月の施工量

  a  t：t年度における月次施工量の平均値

　昭和60年度から平成10年度における国およ

び都道府県発注工事（いずれも土木および建築

工事の合計）の各月施工量（出来高）のデータ

を用いて平準化指標(ⅰ)を算出した結果が図－１である。いずれも全体的には平準化が進んでいるが、年

度による波もみられる。平準化指標(ⅰ)が上昇（平準化が後退）した年度は、景気対策等のため国の補正

予算が多額に組まれた年度と概ね一致する（図－２）。

（２）手法２：年度の月次施工量の最大値／最小値の格差倍率により評価

　手法２による平準化指標(ⅱ)として、各年度における月次施工量の最大値／最小値の格差倍率により評

価することとし、以下の式で設定した。
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　　図－１　平準化指標(ⅰ)の推移

平準化の推移（手法１による）
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q t：t年度における平準化指標(ⅱ)

bt･max：t年度における月次施工量の最大値

bt･min：t年度における月次施工量の最小値

　手法１と同様に実際のデータを用いて平準化指標

(ⅱ)を算出した結果、手法１と同様の傾向がみられた

（図－３）。

（３）考察

　いずれの手法でも、各時点において都道府

県よりも国の方が平準化が進んでいる。また、

ともに対象期間全体でみれば平準化が進展し

ているが、一貫して進んでいる訳ではなく、

年度による波があることが明らかになった。

これは、補正予算等の影響と考えられる。

　また、２つの手法については、各月の施工

量のバラツキを測るという点では、手法１の

方が優れていると考えられるが、どちらのグ

ラフもほぼ同じ傾向を示していることから、

より簡便な手法２により指標化を行っても、

大きな問題はないものと考えられる。

３ 平準化の改善度試算

　上記の手法２について、平準化の進展度を定量的に測る試みとして、改善度試算を行った。平均的な改善

度を算出するため、各年度の月次施工量の格差倍率（最大値／最小値）について、平均的な対前年比（β）

を求めることとし、次式を設定して、最小自乗法による回帰分析を行った。

       q t  ＝ α・βｔ

 　 q t：t年度における平準化指標(ⅱ)（月次施工量の最大値／最小値）

ｔ：年度（当初年度を0としたときの値） α、β：定数

　昭和60年度から平成10年度の上述のデータにより分析した結果は次のとおりである。

国発注工事：α＝2.222、β＝0.969 都道府県発注工事：α＝2.851、β＝0.980

　したがって、この期間における１年間の平均的な改善度は次のようになる。

国発注工事 ：（１－0.969）×100＝3.1（％）

都道府県発注工事 ：（１－0.980）×100＝2.0（％）

４　おわりに

　国および都道府県発注工事を対象として平準化の動向試算等を行ったが、いずれも平準化は進んでいるも

のの、直近では補正予算の影響等により変動の波が大きくなっている面もみられる。今後も、定期的に平準

化の動向を測ることにより、公共工事の平準化の一層の推進を図っていることが必要と考える。
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図－２　公共事業における補正予算の割合の推移
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　　　　　　（注）建設省公共事業予算研究会「公共事業と予算」より作成。

　　　　　　　　　建設省関係予算における当初予算に対する補正予算の割合。
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　　　　　図－３　平準化指標(ⅱ)の推移
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